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神奈川県救急医療対策事業運営費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神奈川県保健医療計画に定める医療提供体制の確保を図るため、交

付対象者が行う救急医療対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を

交付することについて、補助金の交付等に関する規則（昭和 45 年神奈川県規則第 41 号。

以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象とする事業は、昭和 52 年７月６日医発第 692 号厚生省医務局長通知

「救急医療対策の整備事業について」（以下「救急医療対策事業実施要綱」という。）

に基づき、別表１の第１欄に掲げる事業区分毎に、第２欄に掲げる者（以下「事業者」

という。）が実施する次の事業とする。 

(1) ドクターヘリ導入促進事業 

 (2) 救命救急センター運営事業 

(3) 病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業 

  

（補助額の算出方法等） 

第３条 補助額は、次により算定する。 

 (1) ドクターヘリ導入促進事業 

ア 別表２の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを施設ご

とに比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と総事業費から救急搬送診療料等及び寄付金その他の収

入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表２の第５欄に定める補助率を

乗じて得た額（算定された額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てた額）を補助額とする。 

(2) 救命救急センター運営事業 

ア 別表２の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを施設ご

とに比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控

除した額とを比較して少ない方の額に別表２の第５欄に定める補助率を乗じて得た

額（算定された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）

を補助額とする。 

(3)  病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業 

ア 別表２の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを施設ご

とに比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と総事業費から診療収入額及び寄付金その他の収入額を控

除した額とを比較して少ない方の額に別表２の第５欄に定める補助率を乗じて得た

額（算定された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）

を補助額とする。 

２ 前項第１号、第２号及び第３号の基準額は、医療提供体制推進事業費補助金交付要綱

に準じるものとし、厚生労働省から新たに当該要綱が示された場合には、必要に応じ

て、この要綱を改正する。 

 

（申請書の提出） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別表３に定める補助金交付申請書に必
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要な書類を添えて、別に定める期日までに提出するものとする。 

２ 補助金の交付決定を受けた後に、前条第２項の要綱改正について通知を受け、既に決

定を受けている申請内容を変更する必要が生じたときは、事業者は別表３に定める補

助金変更交付申請書を提出しなければならない。 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請を行うにあたって、消費税及び地方

消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除でき

る部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消

費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて

得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積

算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請

時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでな

いものについては、この限りではない。 

 

（暴力団排除） 

第５条 神奈川県暴力団排除条例第 10 条の規定に基づき、申請者が次の各号に該当する

場合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団 

員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に該当する 

者があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員に該当す

るもの  

２ 知事は、必要に応じ補助金等の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けた者

（以下「補助事業者」という。）が、前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川

県警察本部長に対して確認を行うことができる。     

ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈

川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を

得るものとする。 

３ 知事は、補助事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 

（交付条件） 

第６条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

 (1) 補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、すみやかに知事の承認を受け  

なければならない。ただし、経費の 20％以内の変更については、この限りでない。 

 (2) 補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、すみやかに知事の承

認を受けなければならない。 

 (3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに知事の承認を受けな 

    ければならない。 

 (4) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は

補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告し、その指示を受けな

ければならない。 

 (5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械、器具
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及びその他の財産については、厚生労働省告示「補助金等により取得し、又は効用の

増加した財産の処分制限期間」に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けない

でこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

取り壊し、又は廃棄してはならない。 

 (6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の  

全部又は一部を県に納付させることがある。 

 (7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後にお  

いても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らな

ければならない。 

 (8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県が  

行う契約手続の取り扱いに準拠しなければならない。 

 (9) 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度   

に基づく国又は県の負担又は補助を受けてはならない。 

(10) その他、規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

 

（変更の承認） 

第７条 前条第１号から第３号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、別表

３に定める事業変更（中止、廃止）承認申請書に変更の内容及び理由又は中止、廃止の

理由を記載した書類を添付して知事に提出しなければならない。 

 

（申請の取り下げのできる期間） 

第８条 規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付の決定の通

知を受理した日から 10 日を経過した日までとする。 

 

（状況報告） 

第９条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該

要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。  

 

（実績報告） 

第 10 条 規則第 12 条の規定による実績報告は、別表３に定める事業実績報告書に必要な

書類を添えて、事業完了の日から起算して１ヵ月を経過した日（第７条により事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１月を経

過した日）又は翌年度４月５日のいずれか早い日までに知事に報告するものとする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、前項の

実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計

算方法や積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 11 条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあつては、補助事業者は、

実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書によ

り、すみやかに知事に対して報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に

事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であつて、自ら消費税及び地方

消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行

っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 
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２ 知事は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（書類の整備等） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、補助金の額の

確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属

する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。なお、額の確定の日が３月

31 日以前の場合は、翌年度から起算するものとする。ただし、補助事業により取得、

又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上（民間団体にあっては 30 万円以上）の機

械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分

が完了する日、又は財産の処分の制限期間が経過する日のいずれか遅い日まで保管し

ておかなければならない。 

３ 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保

存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者（権利

義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類等を引き継がなければならない。 

 

（書類の提出部数） 

第 13 条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は２部とする。 

 

（届出事項） 

第 14 条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文書をもっ

てその旨を知事に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) その他申請内容に変更があったとき。 

 

（書類の経由） 

第 15 条 規則及びこの要綱の規定により書類を知事に提出する場合は、補助金の所管課

を経由しなければならない。 

   

 附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成21年３月19日から施行し、改正後の別表第２の規定は、平成20年 

４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成21年7月30日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成22年３月19日から施行し、改正後の別表第２の規定は、平成21年 

４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成22年６月25日から施行し、改正後の別表第２の規定は、平成22年４

月１日から適用する。 
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附 則 

この要綱は、平成23年４月25日から施行し、平成23年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成23年７月20日から施行し、平成23年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年７月９日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年６月26日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成26年６月27日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年７月６日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成28年１月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年５月30日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成30年８月６日から施行し、平成30年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年10月21日から施行し、適用は平成31年４月１日からとする。 

  附 則 

この要綱は、令和４年２月16日から施行し、適用は令和３年４月１日からとする。 

  附 則 

この要綱は、令和５年11月15日から施行し、適用は令和５年４月１日からとする。 

  附 則 

この要綱は、令和６年10月８日から施行し、適用は令和６年４月１日からとする。 

附 則 

この要綱は、令和７年10月14日から施行し、適用は令和７年４月１日からとする。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月６日から施行し、適用は令和８年４月１日からとする。 
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別表１ 

１ 事業区分 ２ 事業者 

ドクターヘリ導入促進事業 知事の要請を受けた病院の開設者 

救命救急センター運営事業 知事の要請を受けた病院の開設者（注） 

病院間の患者搬送のための

病院救急車活用促進事業 

知事の要請を受けた病院の開設者 

（注）地方公共団体、地方独立行政法人及び独立行政法人を除く。 

 

別表２ 

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５補助

率 

ドクター

ヘリ導入

促進事業 

― 次の(1)から(5)により算出され

た額の合計額とする。 

 

(1) ドクターヘリ運航経費 

１機当たり 

 （厚生労働大臣が特に必要と

認める場合を除き、同一基

地 病 院 に つ き １ 機 に 限

る。） 

  ※代替機は除く。 

 

ア 位置情報把握システムを

利用している場合 

(ア) 年間飛行時間 50 時間

未満 

289,156 千円×運営月数

／12 

(イ) 年間飛行時間 50 時間

以上 100 時間未満 

299,156 千円×運営月数

／12 

(ウ) 年間飛行時間 100 時間

以上 150 時間未満 

309,156 千円×運営月数

／12 

(エ) 年間飛行時間 150 時間

以上 200 時間未満 

319,156 千円×運営月数

／12 

(オ) 年間飛行時間 200 時間

以上 250 時間未満 

329,156 千円×運営月数

／12 

(カ) 年間飛行時間 250 時間

 

 

 

ドクターヘリの運航

に必要な委託費（ヘ

リコプター賃借料、

操縦士等拘束料、燃

料費、保守料、災害

補 償 費 （ 航 空 保 険

料）） 

10 分の

10 
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以上 300 時間未満 

339,156 千円×運営月数

／12 

(キ) 年間飛行時間 300 時間

以上 350 時間未満 

349,156 千円×運営月数

／12 

(ク) 年間飛行時間 350 時間

以上 

359,156 千円×運営月数

／12 

イ 位置情報把握システムを

利用していない場合 

(ア) 年間飛行時間 50 時間

未満 

287,356 千円×運営月数

／12 

(イ) 年間飛行時間 50 時間

以上 100 時間未満 

297,356 千円×運営月数

／12 

(ウ) 年間飛行時間 100 時間

以上 150 時間未満 

307,356 千円×運営月数

／12 

(エ) 年間飛行時間 150 時間

以上 200 時間未満 

317,356 千円×運営月数

／12 

(オ) 年間飛行時間 200 時間

以上 250 時間未満 

327,356 千円×運営月数

／12 

(カ) 年間飛行時間 250 時間

以上 300 時間未満 

337,356 千円×運営月数

／12 

(キ) 年間飛行時間 300 時間

以上 350 時間未満 

347,356 千円×運営月数

／12 

(ク) 年間飛行時間 350 時間

以上 

357,356 千円×運営月数

／12 
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 (2) 搭乗医師・看護師確保経費 

１か所当たり 

17,917 千円×運営月数／12 

ドクターヘリ搭乗医

師及び看護師の確保

に必要な給与費（職

員基本給、職員諸手

当 、 非 常 勤 職 員 手

当、社会保険料） 

 

 (3) 運航連絡調整員確保経費 

１か所当たり 

1,942 千円×運営月数／12 

ドクターヘリの運航

連絡調整員の確保に

必要な給与費（職員

諸手当（非常勤）、

非常勤職員手当、社

会 保 険 料 （ 非 常

勤））、委託費（上

記経費に該当するも

の。） 

 

 (4) ドクターヘリ運航調整委員

会経費 

１か所当たり 

3,542 千円 

 

ドクターヘリ運航調

整委員会の運営に必

要な諸謝金（委員謝

金）、旅費、消耗品

費、印刷製本費、通

信運搬費、借料及び

損料（会場借料）、

会議費 

 

 (5) ドクターヘリレジストリ構

築経費 

１か所当たり 

1,086 千円 

 

ドクターヘリのレジ

ストリ構築に必要な

給与費 (職員諸手当

（非常勤）、非常勤

職員手当、社会保険

料（非常勤）)、委託

費(上記経費に該当す

るもの。) 

 

救命 

救急 

センター 

運営 

事業 

 

 

 

 

 

救命 

救急 

センター 

 

１か所当たり次の(1)から(3)に

より算出された額の合計額に別

添に定める充実段階に基づく率

を乗じて得た額（ただし、補助

を受ける病院の申請年度の収支

が都道府県から交付される救命

救急センター運営に要する補助

金を除いて黒字となる場合に

は、上記により算出された額に

１／２を乗じるものとする。）

救命救急センターの

運営に必要な給与費

(職員基本給、職員諸

手当、非常勤職員手

当、社会保険料)、旅

費、備品費(図書)、

消耗品費、材料費(医

薬 品 費 、 診 療 材 料

費、医療消耗器具備

品費、給食材料費)、

３分の

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

と(4)により算出された額の合

計額とする。 

 

(1) 30床以上の運営の場合 

171,675千円×運営月数／12 

 

(2) 30床以上の運営をし、心臓

病の内科系専門医及び外科系

専門医をそれぞれ専任で確保

する場合 

13,272千円×確保月数／12 

(ただし、別添に定める充実

段階がＳまたはＡの場合に限

り算定するものとする。) 

 

(3) 30床以上の運営をし、脳卒

中の内科系専門医及び外科系

専門医をそれぞれ専任で確保

する場合 

13,272千円×確保月数／12 

(ただし、別添に定める充実

段階がＳまたはＡの場合に限

り算定するものとする。) 

 

(4) 在日外国人にかかる前年度

の未収金（１か月１人当たり

20万円超）に限って20万円を

超える部分 

(ただし、未収金額が200万円

を超えるときは、20万円を超

える部分は180万円を限度と

する。) 

 

被 服 費 、 印 刷 製 本

費、通信運搬費、光

熱水料、損料及び借

料 、 会 議 費 、 保 険

料、雑役務費、燃料

費、委託費、研究研

修費、減価償却費、

資産減耗費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ドクター

カー 

ドクターカーの運転手を確保す

る場合 

4,701千円×確保月数／12 

ドクターカーの運用

に必要な給与費(職員

基 本 給 、 職 員 諸 手

当 、 非 常 勤 職 員 手

当、社会保険料)、消

耗品費、燃料費、委

託費、租税公課（自

動車税、自動車重量

税） 

４分の

３ 
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病院間の

患者搬送

のための

病院救急

車活用促

進事業 

－ 病院救急車の運転手を確保する

場合 

4,701千円×確保月数／12 

第二次救急医療機関

における病院間の患

者搬送のための病院

救急車活用促進事業

に必要な給与費(職員

基 本 給 、 職 員 諸 手

当 、 非 常 勤 職 員 手

当、社会保険料)、備

品 購 入 、 通 信 運 搬

費、借料及び損料、

消耗品費、保険料、

燃料費、委託費、租

税公課（自動車税、

自動車重量税） 

２分の

１ 

 

別表３ 

様 式 名 事 業 区 分 様 式 

補助金交付申請書 

（第４条第１項関係） 

ドクターヘリ導入促進事業 様式１の１ 

救命救急センター運営事業 様式１の２ 

病院間の患者搬送のための病院救

急車活用促進事業 
様式１の３ 

補助金変更交付申請書 

（第４条第２項関係） 

ドクターヘリ導入促進事業 様式２の１ 

救命救急センター運営事業 様式２の２ 

病院間の患者搬送のための病院救

急車活用促進事業 
様式２の３ 

消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額報告書 

（第５条第９号関係） 

ドクターヘリ導入促進事業 様式３の１ 

救命救急センター運営事業 様式３の２ 

病院間の患者搬送のための病院救

急車活用促進事業 
様式３の３ 

事業変更（中止、廃止）承

認申請書 

（第６条関係） 

ドクターヘリ導入促進事業 様式４の１ 

救命救急センター運営事業 様式４の２ 

病院間の患者搬送のための病院救

急車活用促進事業 
様式４の３ 

事業実績報告書 

（第９条関係） 

ドクターヘリ導入促進事業 様式５の１ 

救命救急センター運営事業 様式５の２ 

病院間の患者搬送のための病院救

急車活用促進事業 
様式５の３ 
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（別添） 

 

充実段階に基づく率 

 

 

 厚生労働省が、「救命救急センターの充実段階評価」及び必要に応じて実施した現地調

査に基づき評価した救命救急センターとしての診療機能の充実度の四段階（Ｓ，Ａ，Ｂ，

Ｃ）に応じ、基準額の算出にあたって、以下の段階別に定める率を乗じるものとする。 

 

充実段階Ｓ及びＡは、 100％ 

充実段階Ｂは、    90％ 

充実段階Ｃは、    80％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


